
参考資料

　警察が発注する標識又は標示工事（設計額４００万円を超えるものに

限る）において、同種、かつ、開札日が同じ工事については、一抜け方式

により落札決定を行うこととなりましたのでお知らせします。

　なお、一抜け方式により一者応札または不調となる工事については、

この限りではありませんので、お間違えのないようご注意ください。

入札における一抜け方式導入について


